
年度 月 回 検討する事務の範囲 事務配分 区　　域 税財政制度
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9

10

11 ①

12 ②

1
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3

4 ③ 法令に基づく事務③（11事業）

5 ④ 法令に基づく事務④（ｱ-19事業）

6 ⑤ 法令に基づく事務④（ｲ-73事業）

7 ⑥ 法令に基づく事務⑤（77事業）

8 ⑦

9 ⑧

10 ⑨
法令に基づく事務⑥
全体の整理

11

12

1

2

3

　※ 協議の状況により、検討時期の変更があり得る。

具体的な事務配分の検討スケジュール　（案）

平
成
２
０
年
度

平
成
１
９
年
度

幹　　事　　会

法令に基づく事務①②（11事業）

任意共管事務（108事業）

○具体的な事務
　 配分

○区域のあり方に
 　ついて
 ・検討の視点

幹事会の報告を
受けて検討

「基本的方向」
確認

「基本的方向」とりまとめ

幹事会の報告を
受けて検討

幹事会構成員指名等

「検討状況」確認
(　予　定　）

○区域のあり方
 　について

○移管対象事務
　 の選定基準
○事務移管の是
 　非の判断基準

○事務配分、区域
　 の検討を踏まえ
　 ての整理

最　終　的　な　調　整
幹事会の報告を

受けて検討

幹事会の報告を
受けて検討

幹事会の報告を
受けて検討

都区協議会検討委員会
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